
【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2024年4月19日提出

【発行者名】 キャピタル・インターナショナル株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小泉　徹也

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内三丁目２番３号　丸の内二重橋ビル

【事務連絡者氏名】 原田　伸健

【電話番号】 03(6366)1000

【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券に係るファンドの名称】

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＮＦ

【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券の金額】

継続募集額(2023年10月20日から2024年10月17日まで)

　1兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

EDINET提出書類

キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 1/48



１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出しましたので、2023年10月19日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届

出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、また、「第二部ファンド情報」及び

「第三部委託会社等の情報」における訂正事項を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

２【訂正の内容】

原届出書を以下の内容に訂正します。下線部　　　　は訂正部分を示します。
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（３）【ファンドの仕組み】

＜訂正前＞

（前略）

③ファミリーファンド方式

（中略）

・委託会社は、マザーファンドに投資を行なう当ファンド以外のベビーファンドの設定・運用を行なう

ことがあります。2023年10月19日現在、その他のベビーファンドは次のとおりです。

（中略）

④委託会社の概況（2023年８月31日現在）

（以下略）

 

＜訂正後＞

（前略）

③ファミリーファンド方式

（中略）

・委託会社は、マザーファンドに投資を行なう当ファンド以外のベビーファンドの設定・運用を行なう

ことがあります。2024年４月19日現在、その他のベビーファンドは次のとおりです。

（中略）

④委託会社の概況（2024年２月29日現在）

（以下略）

 

２【投資方針】

（２）【投資対象】

＜訂正前＞

（前略）

＜参考情報２＞投資対象ファンドの概要等

（中略）

上記は、2023年８月31日現在のものであり、今後、投資顧問会社等の判断その他理由により変更される場合が

あります。

 

ファンド名称 日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

（中略）

委託会社 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

（中略）

上記は、2023年８月31日現在のものであり、今後、委託会社等の判断その他理由により変更される場合があり

ます。 

（以下略）

 

＜訂正後＞

（前略）
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＜参考情報２＞投資対象ファンドの概要等

（中略）

上記は、2024年２月29日現在のものであり、今後、投資顧問会社等の判断その他理由により変更される場合が

あります。

 

ファンド名称 日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

（中略）

委託会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

（中略）

上記は、2024年２月29日現在のものであり、今後、委託会社等の判断その他理由により変更される場合があり

ます。 

（以下略）

 

（３）【運用体制】

＜訂正前＞

（前略）

②内部管理体制

（中略）

（参考情報）

キャピタル・インターナショナル株式会社の運用部門等の人員体制（2023年８月31日現在）

運用開発部（５名）／法務コンプライアンス部（２名）／オペレーション部（８名）

※（　）は、各部において、当ファンドにかかる業務に従事する人数を示します。

（中略）

＜参考情報＞

投資対象ファンドにおける運用体制は、次のとおりです。

（中略）

２．「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」

運用は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社が行ないます。同社の運用体制は、次のとおりです。

（中略）

※上記は2023年８月31日現在の運用体制等です。運用体制等は、今後、予告なく変更される場合があります。

＜訂正後＞

（前略）

②内部管理体制

（中略）

（参考情報）

キャピタル・インターナショナル株式会社の運用部門等の人員体制（2024年２月29日現在）

運用開発部（６名）／法務コンプライアンス部（２名）／オペレーション部（９名）

※（　）は、各部において、当ファンドにかかる業務に従事する人数を示します。

（中略）

＜参考情報＞

投資対象ファンドにおける運用体制は、次のとおりです。

（中略）

２．「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」

運用は、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社が行ないます。同社の運用体制は、次のとおりです。

（中略）

※上記は2024年２月29日現在の運用体制等です。運用体制等は、今後、予告なく変更される場合があります。

EDINET提出書類

キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 4/48



３【投資リスク】

＜訂正前＞

（前略）

＜リスク管理体制＞

（中略）

＜参考情報＞　投資対象ファンドにおけるリスク管理体制

（中略）

２．三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の投資リスクに対する管理体制

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行なうとともに運

用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行ない、ファンド管理

委員会およびリスク管理委員会において、それらの状況の報告を行なうほか、必要に応じて改善策を審議して

います。

（中略）

※上記は2023年８月31日現在のリスク管理体制等です。リスク管理体制は、今後、予告なく変更される場合が

あります。

 

＜訂正後＞

（前略）

＜リスク管理体制＞

（中略）

＜参考情報＞　投資対象ファンドにおけるリスク管理体制

（中略）

２．三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社の投資リスクに対する管理体制

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行な

うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行ない、

ファンド管理委員会およびリスク管理委員会において、それらの状況の報告を行なうほか、必要に応じて改善

策を審議しています。

（中略）

※上記は2024年２月29日現在のリスク管理体制等です。リスク管理体制は、今後、予告なく変更される場合が

あります。

 
 
原届出書の第二部ファンド情報　第１ファンドの状況　３投資リスク　リスクの定量的比較につきましては、

以下の内容に更新・訂正されます。

 

＜更新・訂正後＞
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４【手数料等及び税金】

（３）【信託報酬等】

＜訂正前＞

（前略）

＜投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な負担＞

当ファンドの信託報酬 年率0.979％（税抜0.89％）
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投資対象とする外国投資信託の信託報酬（＊１） 年率0.00％

投資対象とする国内投資信託の信託報酬（＊２） 年率0.007％

実質的な負担（＊３） 年率0.986％程度（税込）

（＊１）キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）の投資顧問会社への報

酬は、委託会社が支払います。このため、当該ファンドに信託報酬はかかりませんが、後記「（４）

その他の手数料等」に表示するファンド管理費用（上限年率0.15％）が別途かかります。

（以下略）

 

＜訂正後＞

（前略）

＜投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な負担＞

当ファンドの信託報酬 年率0.979％（税抜0.89％）

投資対象とする外国投資信託の信託報酬（＊１） 年率0.00％

投資対象とする国内投資信託の信託報酬（＊２） 年率0.007％

実質的な負担（＊３） 年率0.986％程度（税込）

（＊１）キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）の投資顧問会社への報

酬は、委託会社が支払います。このため、当該ファンドに信託報酬はかかりませんが、後記「（４）

その他の手数料等」に表示するファンド管理費用が別途かかります。なお、当該ファンド管理費用の

総経費率は、後記（参考情報）ファンドの総経費率に表示する「④投資先ファンドの運用管理費用以

外」の比率でご覧いただけます。

（以下略）

 

（４）【その他の手数料等】

＜訂正前＞

（前略）

⑤上記４．ⅱに定める費用は、外国の法律により設定された投資対象ファンドについては、当該投資対象

ファンド設定国における慣行等に鑑みて著しく異ならない範囲の額とします。ただし、当該費用は当該

投資対象ファンドの合計純資産額に対して年率10,000分の15を超えないものとします。

（以下略）

 

＜訂正後＞

（前略）

⑤上記４．ⅱに定める費用は、外国の法律により設定された投資対象ファンドについては、当該投資対象

ファンド設定国における慣行等に鑑みて著しく異ならない範囲の額で、契約先との適正な価格設定によ

り、当該ファンドから適切な費用の支払いを受けることができるものとします。

（以下略）

 

（５）【課税上の取扱い】

＜訂正前＞

課税上は、株式投資信託として取扱われ、個人受益者、法人受益者毎に以下の取扱いとなります。以下の取扱

内容は、2023年８月31日現在のものであり、今後、税制改正等により変更される場合がありますのでご留意く

ださい。また、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

 

＜個人受益者に対する課税＞
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（中略）

● 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」

公募株式投資信託は税法上、NISA（少額投資非課税制度）の適用対象であり、2024年１月１日以降は一定の要

件を満たした場合にNISAの適用対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。

NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲

渡所得が一定期間非課税となりますが、2024年１月１日以降は、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲

で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利

用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。また、

2024年１月１日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることがで

きます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

● 配当控除制度

（中略）

（注）税法等が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。

＜訂正後＞

課税上は、株式投資信託として取扱われ、個人受益者、法人受益者毎に以下の取扱いとなります。以下の取扱

内容は、2024年２月29日現在のものであり、今後、税制改正等により変更される場合がありますのでご留意く

ださい。また、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

 

＜個人受益者に対する課税＞

（中略）

● 配当控除制度

（中略）

（注）税法等が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。

 

５【運用状況】

原届出書の第二部ファンド情報　第１ファンドの状況　５運用状況につきましては、以下の内容に更新・訂正

されます。

 

＜更新・訂正後＞

（１）【投資状況】

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＮＦ
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2024年2月29日現在
 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

親投資信託受益証券 日本 143,947,893 99.99

現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,922 0.00

合計(純資産総額) 143,960,815 100.00
 

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド
 

2024年2月29日現在
 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

投資信託受益証券 日本 9,941 0.00

投資証券 ルクセンブルク 5,460,071,040 99.91

現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,711,431 0.08

合計(純資産総額) 5,464,792,412 100.00
 

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）

　 　
2024年2月29日現在

資産の種類 国/地域名 時価合計（円） 投資比率（％）

株式

米国 69,929,012,759 78.86

台湾 2,677,681,780 3.02

韓国 1,564,231,932 1.76

フランス 1,488,086,185 1.68

英国 1,428,355,930 1.61

デンマーク 1,370,525,387 1.55

日本 1,042,405,702 1.18

インド 954,407,917 1.08

アイルランド 782,776,874 0.88

ブラジル 747,914,605 0.84

ドイツ 707,897,477 0.80

オランダ 669,063,000 0.75

カナダ 647,005,660 0.73

スウェーデン 532,704,848 0.60

スイス 375,843,895 0.42

香港 324,134,253 0.37

中国 316,603,159 0.36

スペイン 315,930,225 0.36

ベルギー 197,953,419 0.22

フィンランド 174,540,543 0.20

イスラエル 152,254,805 0.17

イタリア 38,391,117 0.04

債券 米国 31,591,801 0.04

銀行預金、その他資産（負債控除後） 2,202,875,814 2.48

合計 88,672,189,085 100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）の
  純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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（参考）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）
 

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド

2023年7月24日現在

 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）

国債証券  40,141,200 2.46

社債券 日本 1,497,572,000 91.69

現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 95,648,176 5.86

合計(純資産総額) 1,633,361,376 100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日（2023年7月24日）現在の情報です。

 

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＮＦ

a.上位30銘柄
 

2024年2月29日現在
 

順位 国／地域 種類 銘柄名
口数

(口)

簿価単価

(円)

簿価金額

(円)

評価単価

(円)

評価金額

(円)

投資

比率

(％)

1 日本 親投資信託
受益証券

キャピタル・ニューエコノミー・
マザーファンド

112,459,292 1.0477 117,823,601 1.2800 143,947,893 99.99

 

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率
 

2024年2月29日現在
 

種類 投資比率（％）

親投資信託受益証券 99.99

合計 99.99
 

（参考）キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド

a.上位30銘柄
 

2024年2月29日現在
 

順位 国／地域 種類 銘柄名
口数

(口)

簿価単価

(円)

簿価金額

(円)

評価単価

(円)

評価金額

(円)

投資

比率

(％)

1 ルクセン
ブルク

投資証券 キャピタル・グループ・ニューエ
コノミー・ファンド（ＬＵＸ）
（クラスＣ）

2,359,581.262 1,976.74 4,664,286,623 2,314 5,460,071,040 99.91

2 日本 投資信託受
益証券

日本短期債券ファンド（適格機関
投資家限定）

9,493 1.0484 9,952 1.0472 9,941 0.00

 

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率
 

2024年2月29日現在
 

種類 投資比率（％）

投資信託受益証券 0.00

投資証券 99.91

合計 99.91
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（参考）キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）

上位30銘柄

2024年2月29日現在

順
位

銘柄
国/
地域 業種

株数
評価単価（現地通
貨）（上段）
通貨（下段）

評価金額 （円）
投資
比率
(%)

1 BROADCOM INC 米国 情報技術 30,571
1289.42
米ドル

5,940,224,930 6.70

2 MICROSOFT CORP 米国 情報技術 94,282
407.72
米ドル

5,792,814,813 6.53

3
META PLATFORMS INC CL
A

米国
コミュニケーショ
ン・サービス

37,761
484.02
米ドル

2,754,264,453 3.11

4 AMAZON.COM INC 米国
一般消費財・サービ
ス

93,625
173.16
米ドル

2,443,083,163 2.76

5 ELI LILLY AND CO 米国 ヘルスケア 18,549
757.64
米ドル

2,117,786,812 2.39

6
UNITEDHEALTH GROUP
INC

米国 ヘルスケア 26,898
498.28
米ドル

2,019,725,217 2.28

7 NVIDIA CORP 米国 情報技術 16,974
776.63
米ドル

1,986,539,493 2.24

8
THERMO FISHER
SCIENTIFIC INC

米国 ヘルスケア 20,440
572.03
米ドル

1,761,970,124 1.99

9 MASTERCARD INC CL A 米国 金融 22,560
478.85
米ドル

1,627,936,385 1.84

10 SK HYNIX INC 韓国 情報技術 85,227
158000

韓国ウォン
1,521,681,734 1.72

11 MICRON TECHNOLOGY INC 米国 情報技術 104,647
89.71
米ドル

1,414,706,934 1.60

12 TRANSDIGM GROUP INC 米国 資本財・サービス 7,947
1172

米ドル
1,403,555,749 1.58

13 MERCADOLIBRE INC 米国
一般消費財・サービ
ス

5,775
1579.49
米ドル

1,374,572,693 1.55

14 NOVO NORDISK AS B デンマーク ヘルスケア 74,989
834.1

デンマーク・ク
ローネ

1,370,525,387 1.55

15
TAIWAN SEMICONDUCTOR
MFG CO ADR

台湾 情報技術 71,364
127.38
米ドル

1,369,869,739 1.54

16 SALESFORCE INC 米国 情報技術 30,147
299.77
米ドル

1,361,855,759 1.54

17 ALPHABET INC CL A 米国
コミュニケーショ
ン・サービス

62,182
136.38
米ドル

1,277,951,039 1.44

18 DAYFORCE INC (USD) 米国 資本財・サービス 110,635
71.05
米ドル

1,184,555,641 1.34
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19
VERTEX
PHARMACEUTICALS INC

米国 ヘルスケア 17,761
426.97
米ドル

1,142,782,598 1.29

20 ALPHABET INC CL C 米国
コミュニケーショ
ン・サービス

50,333
137.43
米ドル

1,042,397,127 1.18

21 VISA INC CL A 米国 金融 22,604
285.63
米ドル

972,944,262 1.10

22 MOLINA HEALTHCARE INC 米国 ヘルスケア 15,435 401.78米ドル 934,531,170 1.05

23 APPLE INC 米国 情報技術 33,801
181.42
米ドル

924,088,476 1.04

24 ARISTA NETWORKS INC 米国 情報技術 21,987
273.17
米ドル

905,102,620 1.02

25 FISERV INC 米国 金融 40,390
147.95
米ドル

900,508,187 1.02

26
LVMH MOET HENNESSY
LOUIS VUITTON SE

フランス
一般消費財・サービ
ス

6,174
847.7
ユーロ

854,784,815 0.96

27
TAIWAN SEMICONDUCTOR
MANUFACTURING CO LTD

台湾 情報技術 232,000
698

台湾ドル
772,416,216 0.87

28
NU HOLDINGS
LTD/CAYMAN ISLANDS A

ブラジル 金融 448,338
11.07
米ドル

747,914,605 0.84

29 ABBOTT LABORATORIES 米国 ヘルスケア 40,914
120.05
米ドル

740,172,504 0.83

30 KKR & CO INC 米国 金融 50,380
95.85
米ドル

727,694,551 0.82

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）の
    純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

 

（参考）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

 

 
日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細

2023年7月24日現在

国名 銘柄名
利率

（％）
償還日 種類

額面

(千円)

評価額 投資

比率

（％）
単価

（円)

金額

（円）

日本 第348回利付国債（10
年）

0.1 2027/9/20 国債 40,000 100.353 40,141,200 2.46

日本 第35回フランス相互
信用連合銀行（ＢＦＣ
Ｍ）円貨社債（2021）

0.279 2026/10/21 社債券 100,000 98.688 98,688,000 6.04

日本 第 6 回 ビ ー ・ ピ ー ・
シー・イー・エス・エー
( 非 上 位 円 貨 社 債 ）
(2019)

1.258 2024/1/25 社債券 100,000 100.32 100,320,000 6.14

日本 第509回関西電力（一
般担保付）

0.47 2027/5/25 社債券 100,000 100.207 100,207,000 6.14

日本 第14回セブン＆アイ・
ホールディングス（社
債間限定同順位特約
付）

0.19 2025/12/19 社債券 100,000 99.891 99,891,000 6.12

日本 第15回楽天グループ
（社債間限定同順位
特約付）

0.5 2024/12/2 社債券 100,000 94.535 94,535,000 5.79
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日本 第 67 回 神 戸 製 鋼 所
（社債間限定同順位
特約付）

0.2 2026/6/10 社債券 100,000 99.425 99,425,000 6.09

日本 第1回明治安田生命
2019基金特定目的会
社特定社債（一般担
保付）

0.29 2024/8/2 社債券 100,000 99.917 99,917,000 6.12

日本 第 78 回 伊 藤 忠 商 事
（社債間限定同順位
特約付）

0.785 2024/5/30 社債券 100,000 100.551 100,551,000 6.16

日本 第37回丸井グループ
（社債間限定同順位
特約付）

0.12 2023/12/1 社債券 100,000 99.979 99,979,000 6.12

日本 第80回ホンダファイナ
ンス（社債間限定同順
位特約付）

0.26 2026/6/19 社債券 100,000 100.038 100,038,000 6.12

日本 第 29 回 Ｓ Ｂ Ｉ ホ ー ル
ディングス（社債間限
定同順位特約付）

1 2025/7/22 社債券 100,000 100.14 100,140,000 6.13

日本 第96回トヨタファイナ
ンス（社債間限定同順
位特約付）

0.06 2026/4/15 社債券 100,000 99.577 99,577,000 6.10

日本 第 42 回 リ コ ー リ ー ス
（社債間限定同順位
特約付）

0.39 2027/6/1 社債券 100,000 100.221 100,221,000 6.14

日本 第32回三菱ＵＦＪリー
ス（社債間限定同順
位特約付）

0.695 2024/10/25 社債券 100,000 100.617 100,617,000 6.16

日本 第 27 回 野 村 ホ ー ル
ディングス

2.107 2025/9/24 社債券 100,000 103.466 103,466,000 6.33

（注）投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

（注）当該情報は委託会社が入手可能な直近日（2023年7月24日）現在の情報です。

 

②【投資不動産物件】

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＮＦ

該当事項はありません。

（参考）キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＮＦ
  

該当事項はありません。
 

（参考）キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド
  

該当事項はありません。
 

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＮＦ
  

期
純資産総額（円） 1口当たり純資産額（円）

（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）

第1期 (2022年 7月20日) 322,355,852 322,355,852 0.8742 0.8742

第2期 (2023年 7月20日) 178,133,902 178,133,902 1.0421 1.0421

2023年 2月末日 210,220,798 ― 0.8829 ―

　　　 3月末日 205,448,813 ― 0.8788 ―

　　　 4月末日 199,451,831 ― 0.8963 ―
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　　　 5月末日 204,558,078 ― 0.9671 ―

　　　 6月末日 201,570,684 ― 1.0301 ―

　　　 7月末日 174,878,081 ― 1.0500 ―

　　　 8月末日 164,130,547 ― 1.0683 ―

　　　 9月末日 161,440,571 ― 1.0384 ―

　　　10月末日 150,753,146 ― 1.0096 ―

　　　11月末日 162,194,851 ― 1.0942 ―

　　　12月末日 152,646,007 ― 1.1131 ―

2024年 1月末日 144,759,313 ― 1.1931 ―

　　　 2月末日 143,960,815 ― 1.2665 ―
 

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

②【分配の推移】

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＮＦ
  

期 計算期間 1口当たりの分配金（円）

第1期 2021年10月15日～2022年 7月20日 0

第2期 2022年 7月21日～2023年 7月20日 0
 

③【収益率の推移】

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＮＦ
  

期 計算期間 収益率（％）

第1期 2021年10月15日～2022年 7月20日 △12.6

第2期 2022年 7月21日～2023年 7月20日 19.2

第3中間計算期間末 2023年 7月21日～2024年 1月20日 11.5
 

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除し
て得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下
「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載してお
ります。

（４）【設定及び解約の実績】

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＮＦ
 

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。
 

期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済口数（口）

第1期 2021年10月15日～2022年 7月20日 457,872,846 89,140,327 368,732,519

第2期 2022年 7月21日～2023年 7月20日 26,764,407 224,561,408 170,935,518

第3中間計算期間末 2023年 7月21日～2024年 1月20日 6,636,516 55,047,918 122,524,116
 

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

≪参考情報≫
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第３【ファンドの経理状況】

原届出書の第二部 ファンド情報　第３ ファンドの経理状況　１ 財務諸表につきましては、以下の内容が追加

されます。

 
（１）       当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52

年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関す
る規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
 

（２）     　 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期中間計算期間（2023年7月21
日から2024年1月20日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受け
ております。

 

 

【中間財務諸表】

【キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＮＦ】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第2期
2023年7月20日現在

第3期中間計算期間
2024年1月20日現在

資産の部

流動資産

金銭信託 415,224 -

コール・ローン 3,000,000 13,492,651

親投資信託受益証券 177,917,333 142,385,277

流動資産合計 181,332,557 155,877,928

資産合計 181,332,557 155,877,928

負債の部

流動負債

未払解約金 2,164,118 12,653,053

未払受託者報酬 22,120 17,675

未払委託者報酬 962,200 768,796

未払利息 8 76

その他未払費用 50,209 40,106

流動負債合計 3,198,655 13,479,706

負債合計 3,198,655 13,479,706

純資産の部

元本等

元本 170,935,518 122,524,116

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△） 7,198,384 19,874,106

元本等合計 178,133,902 142,398,222

純資産合計 178,133,902 142,398,222

負債純資産合計 181,332,557 155,877,928

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第2期中間計算期間
自　2022年7月21日
至　2023年1月20日

第3期中間計算期間
自　2023年7月21日
至　2024年1月20日

営業収益

受取利息 4 -

有価証券売買等損益 △13,465,003 17,767,944

営業収益合計 △13,464,999 17,767,944
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第2期中間計算期間
自　2022年7月21日
至　2023年1月20日

第3期中間計算期間
自　2023年7月21日
至　2024年1月20日

営業費用

支払利息 1,089 439

受託者報酬 30,086 17,675

委託者報酬 1,308,678 768,796

その他費用 68,316 40,109

営業費用合計 1,408,169 827,019

営業利益又は営業損失（△） △14,873,168 16,940,925

経常利益又は経常損失（△） △14,873,168 16,940,925

中間純利益又は中間純損失（△） △14,873,168 16,940,925

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う中間純損失金額の分配額（△） △486,602 2,294,870

期首剰余金又は期首欠損金（△） △46,376,667 7,198,384

剰余金増加額又は欠損金減少額 18,643,409 355,822

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
額

18,643,409 -

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
額

- 355,822

剰余金減少額又は欠損金増加額 2,101,708 2,326,155

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
額

- 2,326,155

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
額

2,101,708 -

分配金 - -

中間剰余金又は中間欠損金（△） △44,221,532 19,874,106

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  

有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資
信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 

（中間貸借対照表に関する注記）
  

第2期
2023年7月20日現在

第3期中間計算期間
2024年1月20日現在

１. 当該計算期間の末日における受益権の総数 １. 当該中間計算期間の末日における受益権の総数
   170,935,518口   122,524,116口
２. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産

の額
  1口当たり純資産額 1.0421円  1口当たり純資産額 1.1622円

  (1万口当たり純資産額) (10,421円)  (1万口当たり純資産額) (11,622円)
 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
   

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
  

　　　　　　　 項目
第2期

自 2022年7月21日
至 2023年7月20日

第3期中間計算期間
自 2023年7月21日
至 2024年1月20日

１.貸借対照表計上額、時価及び差額 　貸借対照表上の金融商品は原則として
すべて時価で評価しているため、貸借対
照表計上額と時価との差額はありませ
ん。

　中間貸借対照表上の金融商品は原則と
してすべて時価で評価しているため、中
間貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。

２.時価の算定方法 (1)親投資信託受益証券 (1)親投資信託受益証券
 　｢(重要な会計方針に係る事項に関する

注記)｣に記載しております。
同左

 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭
債務

(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭
債務

 　短期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。

同左

３.金融商品の時価等に関する事項の補
足説明

　金融商品の時価の算定においては一定
の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。

同左

 

　
（デリバティブ取引に関する注記）
  

該当事項はありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
   

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
 

当ファンドの中間計算期間における元本額の変動
 

項目
第2期

自 2022年7月21日
至 2023年7月20日

第3期中間計算期間
自 2023年7月21日
至 2024年1月20日

期首元本額 368,732,519円 170,935,518円
期中追加設定元本額 26,764,407円 6,636,516円
期中一部解約元本額 224,561,408円 55,047,918円

 

（参考）

キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド

　当ファンドは、「キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、
中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券でありま
す。
　開示対象ファンドの中間計算期間末日（以下「計算日」という。）における同マザーファンドの状況は次に
示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
 

貸借対照表

（単位：円）

2024年1月20日現在

資産の部

流動資産

金銭信託 879,766

コール・ローン 13,805,913

投資信託受益証券 9,956

投資証券 4,479,795,274

未収入金 3,000,000

流動資産合計 4,497,490,909

資産合計 4,497,490,909

負債の部

流動負債

未払金 11,100,000

未払解約金 3,000,000

未払利息 39

流動負債合計 14,100,039

負債合計 14,100,039

純資産の部

元本等

元本 3,821,038,406

剰余金

剰余金又は欠損金（△） 662,352,464

元本等合計 4,483,390,870

純資産合計 4,483,390,870

負債純資産合計 4,497,490,909

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  

有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券

　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信
託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

投資証券

　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証
券の基準価額に基づいて評価しております。

 

　
（貸借対照表に関する注記）
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項目 2024年1月20日現在

１. 計算日における受益権の総数 3,821,038,406口

２. 計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.1733円

(1万口当たり純資産額) (11,733円)
 

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
  

　　　　　　　 項目
自 2023年7月21日
至 2024年1月20日

１.貸借対照表計上額、時価及び差額 　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。

２.時価の算定方法 (1)投資信託受益証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

(2)投資証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補
足説明

　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 

　

（デリバティブ取引に関する注記）
  

該当事項はありません。
    

　
（重要な後発事象に関する注記）
   

該当事項はありません。

　
（その他の注記）
 

開示対象ファンドの中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳
 

項目 2024年1月20日現在

同計算期間の期首元本額 169,979,300円

同計算期間の追加設定元本額 3,823,547,289円

同計算期間の一部解約元本額 172,488,183円

計算日の元本額※ 3,821,038,406円

※元本額の内訳

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＮＦ 121,354,536円

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ 3,699,683,870円
 

キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）

 

「キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド」は、円建ての「キャピタル・グループ・ニューエコノミー・

ファンド（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資

証券）を主な投資対象としております。

 

　当外国投資法人を含むアンブレラファンド （ＣＩＦ） については、2022年12月31日付けで、ルクセンブルクに

おいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人

であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明

細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであります

が、これらは監査意見の対象外であります。

キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）

投資明細表
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キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（LUX）

損益および純資産変動計算書

2022年12月31日現在

 （USD）

収益  

　債券および転換社債に係る利息 (源泉徴収税額控除後) -

　受取配当金 (源泉徴収税額控除後) 2,821,698

　その他収益 -

　証券貸付収益 14,988

　銀行預金利息 644,608

　スワップ取引 -

　収益小計 3,481,294
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費用  

　運用報酬 4,282,440

　管理手数料 398,486

　年次税 179,558

　専門家サービス 221,188

デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料 118,779

スワップ取引 -

　税金費用 -

その他費用 40,766

　印刷費用 33,037

　当座貸越利息 * -

　費用小計 5,274,254

費用の払戻し 275,925

投資純利益／(損失) (a) -1,517,035

実現純利益／(損失)  

　投資有価証券の売却取引 -70,426,802

　金融先物取引 -

　為替取引 434,543

　スワップ取引 -

当期実現純利益／(損失) (b) -69,992,259

未実現評価利益／(損失)の増減  

　投資有価証券 -123,559,215

　金融先物取引 -

　スワップ取引 -

　為替取引 -812,159

当期未実現評価利益／(損失)の増減 (c) -124,371,374

当期損益 (a+b+c) -195,880,668

配当金の分配 -6,512

当期投資証券の差引増減額 -56,632,630

期首純資産総額 673,052,833

期末純資産総額 420,533,023

*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。  

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。  
 

日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

 
「キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド」の投資対象である「日本短期債券ファンド（適格機関

投資家限定）」は、「日本短期債券マザーファンド」受益証券を投資対象としており、同マザーファンドにお
ける計算日直近の組入有価証券は次のとおりであります。本情報は同マザーファンドの投信運用会社である三
菱UFJ国際投信株式会社からの資料に基づき委託会社が作成したものでありますが、これらは監査意見の対象外
であります。

なお、同ファンド（「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」）は、三菱UFJ国際投信株式会社の
委嘱に基づき、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に準じて、設定日（2007年9月26日）より各計算期間の
財務諸表について、監査を受けております。なお、直近の計算期間は2022年7月23日から2023年7月24日までと
なっております。ただし、同マザーファンド（「日本短期債券マザーファンド」）は当該監査の対象ではあり
ません。

 
「日本短期債券マザーファンド」の組入有価証券の状況

（有価証券明細表）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2023年7月24日現在）

国名 銘柄名
利率
（％）

償還日 種類
額面

(千円)

評価額

単価
(円)

評価金額（円）

日本 第348回利付国債（10年） 0.1 2027/9/20 国債 40,000 100.353 40,141,200

日本 第35回フランス相互信用
連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨
社債（2021）

0.279 2026/10/21 社債券 100,000 98.688 98,688,000
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日本 第6回ビー・ピー・シー・
イー・エス・エー(非上位円
貨社債）(2019)

1.258 2024/1/25 社債券 100,000 100.32 100,320,000

日本 第509回関西電力（一般
担保付）

0.47 2027/5/25 社債券 100,000 100.207 100,207,000

日本 第14回セブン＆アイ・ホー
ルディングス（社債間限定
同順位特約付）

0.19 2025/12/19 社債券 100,000 99.891 99,891,000

日本 第15回楽天グループ（社
債間限定同順位特約付）

0.5 2024/12/2 社債券 100,000 94.535 94,535,000

日本 第67回神戸製鋼所（社債
間限定同順位特約付）

0.2 2026/6/10 社債券 100,000 99.425 99,425,000

日本 第1回明治安田生命2019
基金特定目的会社特定
社債（一般担保付）

0.29 2024/8/2 社債券 100,000 99.917 99,917,000

日本 第78回伊藤忠商事（社債
間限定同順位特約付）

0.785 2024/5/30 社債券 100,000 100.551 100,551,000

日本 第37回丸井グループ（社
債間限定同順位特約付）

0.12 2023/12/1 社債券 100,000 99.979 99,979,000

日本 第80回ホンダファイナンス
（社債間限定同順位特約
付）

0.26 2026/6/19 社債券 100,000 100.038 100,038,000

日本 第29回ＳＢＩホールディン
グス（社債間限定同順位
特約付）

1 2025/7/22 社債券 100,000 100.14 100,140,000

日本 第96回トヨタファイナンス
（社債間限定同順位特約
付）

0.06 2026/4/15 社債券 100,000 99.577 99,577,000

日本 第42回リコーリース（社債
間限定同順位特約付）

0.39 2027/6/1 社債券 100,000 100.221 100,221,000

日本 第32回三菱ＵＦＪリース（社
債間限定同順位特約付）

0.695 2024/10/25 社債券 100,000 100.617 100,617,000

日本 第27回野村ホールディン
グス

2.107 2025/9/24 社債券 100,000 103.466 103,466,000

合　計 1,540,000 　 1,537,713,200

 

２【ファンドの現況】

原届出書の第二部ファンド情報　第３ファンドの経理状況　２ファンドの現況につきましては、以下の内容に

更新・訂正されます。

 

＜更新・訂正後＞

【純資産額計算書】

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＮＦ
 

2024年2月29日現在
 

Ⅰ　資産総額 145,413,159円　

Ⅱ　負債総額 1,452,344円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 143,960,815円　

Ⅳ　発行済口数 113,664,074口　

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2665円　
 

（参考）キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド
 

2024年2月29日現在
 

Ⅰ　資産総額 5,530,792,614円　

Ⅱ　負債総額 66,000,202円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,464,792,412円　

Ⅳ　発行済口数 4,269,445,038口　

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2800円　
 

（参考）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）
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2023年7月24日現在

Ⅰ　資産総額 117,659,782円　

Ⅱ　負債総額 85,800円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 117,573,982円　

Ⅳ　発行済口数 112,115,390口　

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0487円　
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

＜訂正前＞

（１）資本金の額（2023年８月31日現在）

（中略）

（２）会社の機構（2023年８月31日現在）

（以下略）

 

＜訂正後＞

（１）資本金の額（2024年２月29日現在）

（中略）

（２）会社の機構（2024年２月29日現在）

（以下略）

 

２【事業の内容及び営業の概況】

＜訂正前＞

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定

を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なってい

ます。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業の登録を受けていま

す。

委託会社の運用する証券投資信託は2023年８月31日現在、次のとおりです（ただし、親投資信託は除きま

す。）。

種類 本数 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 51 1,426,115

合計 51 1,426,115

 

＜訂正後＞

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定

を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なってい

ます。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業の登録を受けていま

す。

委託会社の運用する証券投資信託は2024年２月29日現在、次のとおりです（ただし、親投資信託は除きま

す。）。

種類 本数 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 52 1,782,353

合計 52 1,782,353

 

３【委託会社等の経理状況】

原届出書の第三部 委託会社等の情報　第１ 委託会社等の概況　３ 委託会社等の経理状況につきま

しては、以下の訂正とともに、中間財務諸表の内容が追加されます。
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＜訂正前＞

 

１．財務諸表の作成方法について

委託会社であるキャピタル・インターナショナル株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財

務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」と

いう。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6

日内閣府令第52号)に基づき作成しております。

 

財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自2022年7月1日　至2023年6月30

日）の財務諸表については有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

 

 

＜訂正後＞

 

１．財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

委託会社であるキャピタル・インターナショナル株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財

務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」と

いう。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6

日内閣府令第52号)に基づき作成しております。

また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大

蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規

則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。

 

財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。中間財務諸表に記載して

いる金額は、従来、千円未満の端数を切捨てて表示しておりましたが、当中間会計期間より百万円未満の端

数を切捨てて表示することに変更いたしました。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第39期事業年度（自2022年7月1日　至2023年6

月30日）の財務諸表については有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第40期中間会計期間（自2023年7月1日　至2023

年12月31日）の中間財務諸表については有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

 

 

＜中間財務諸表＞

（３）【株主資本等変動計算書】

（１）中間貸借対照表

当中間会計期間

(2023年12月31日現在)

　科目
注記

番号

内訳

(百万円)

金額

(百万円)

(資産の部)    

Ⅰ.流動資産    

1.現金・預金   2,732

2.前払費用   73

3.未収入金   1,448

4.未収委託者報酬   5,291
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5.未収運用受託報酬   658

6.立替金   16

7.未収消費税等 *2  48

流動資産計   10,268

Ⅱ.固定資産    

1.有形固定資産   2,470

建物 *1 1,753  

器具備品 *1 716  

2.投資その他の資産   720

(1)投資有価証券  1  

(2)保険積立金  14  

(3)長期差入保証金  411  

(4)繰延税金資産  294  

固定資産計   3,191

資産合計   13,459

(負債の部)    

Ⅰ.流動負債    

1.預り金   23

2.未払金   4,658

(1)未払手数料  3,227  

(2)その他未払金  1,430  

3.未払費用   224

4.未払法人税等   152

5.賞与引当金   496

6.役員賞与引当金   96

流動負債計   5,652

Ⅱ.固定負債    

1.長期未払費用   45

2.退職給付引当金   1,979

3.役員退職慰労引当金   21

4.資産除去債務   411

固定負債計   2,458

負債合計   8,110

(純資産の部)    

Ⅰ.株主資本    

1.資本金   450

2.資本剰余金   582

資本準備金  582  

3.利益剰余金   4,316

その他利益剰余金  4,316  

繰越利益剰余金  4,316  

株主資本計   5,349

純資産合計   5,349

負債・純資産合計   13,459

 

（２）中間損益計算書

当中間会計期間

(自　2023年 7月 1日　至　2023年 12月31日)

科　　　目　
注記

番号

内訳

（百万円）

金額

（百万円）
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Ⅰ.営業収益    

1.委託者報酬   7,819

2.運用受託報酬   779

3.その他営業収益 *2  6,911

営業収益計   15,510

Ⅱ.営業費用    

1.支払手数料 *2  11,858

2.広告宣伝費   41

3.調査費   308

4.営業雑経費   49

(1)通信費  10  

(2)印刷費  29  

(3)協会費  9  

営業費用計   12,257

Ⅲ.一般管理費    

1.給料   1,522

(1)役員報酬  21  

(2)給料・手当  703  

(3)賞与  443  

(4)賞与引当金繰入額  306  

(5)役員賞与引当金繰入額  48  

2.交際費   24

3.旅費交通費   51

4.租税公課   29

5.不動産賃借料   302

6.退職給付費用   122

7.役員退職慰労引当金繰入額   3

8.固定資産減価償却費 *1  87

9.器具備品賃借料   5

10.消耗品費   33

11.事務委託費   65

12.採用費   12

13.福利厚生費   169

14.共通発生経費負担額 *3  226

15.諸経費   6

一般管理費計   2,661

営業利益   592

Ⅳ.営業外収益    

1.受取利息及び配当金   4

2.為替差益   13

営業外収益計   17

Ⅴ.営業外費用    

1.有価証券売却損   0

営業外費用計   0

経常利益   609

VI.特別利益    

1.固定資産売却益   5

特別利益計   5

税引前中間純利益   615

法人税、住民税及び事業税   127
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法人税等調整額   100

中間純利益   387

 

（３）中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自2023年7月1日　至2023年12月31日）

(単位：百万円）

 

株主資本

純資産

合計資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本

合計
資本

準備金

資本剰余金

合計

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 450 582 582 3,928 3,928 4,961 4,961

当中間期変動額        

中間純利益    387 387 387 387

株主資本以外の項目の

当中間期変動額（純

額）

       

当中間期変動額合計 - - - 387 387 387 387

当中間期末残高 450 582 582 4,316 4,316 5,349 5,349

 

[重要な会計方針]
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１．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

を採用しております。

 

２．固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は、建物15年、器具備品3～15年でありま

す。

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可

能期間(5年）に基づいております。

 

３．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、当中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。

 

４．引当金の計上基準

(1)賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上して

おります。

(2)役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、役員賞与支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上し

ております。

(3)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務額の見込額を計上し

ております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算には、退職給付に係る当中間会計期間末自

己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(4)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当中間会計期間末における要支給額を

計上しております。

 

５．収益及び費用の計上基準

(1)委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識し

ています。当該報酬は時の経過と共に履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運

用期間にわたり収益として認識しております。当該報酬は毎月、年6回、年2回もしくは年1回受

け取ります。

(2)運用受託報酬

運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、契約期間の純資産総額に対する一

定割合として認識しています。当該報酬は時の経過と共に履行義務が充足されるという前提に基

づき、投資顧問契約期間にわたり収益として認識しております。当該報酬は年4回、年2回もしく

は年1回受け取ります。

なお、運用受託報酬には成功報酬が含まれる場合があります。成功報酬は、対象となる投資顧

問契約の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益が発生した

場合、超過運用益に対する一定割合として認識しています。当該報酬は成功報酬を受領する権利

が確定した時点で収益として認識し、年1回受け取ります。

(3)その他営業収益

その他営業収益は、当社がキャピタル・グループ各社に対して提供している各種投資運用サー

EDINET提出書類

キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

37/48



ビス（市場調査業務、投資運用関連業務、マーケティング業務、顧客リレーションサポート業務

など）に対する対価であり、営業費用及び一般管理費の合計額から一定の支払手数料を差引いた

金額を基準に一定の利益率を加味して算定し、認識しております。当該収益は時の経過と共に履

行義務が充足されるという前提に基づき、月次で収益として認識し、毎月受け取ります。

 

 

[表示方法の変更]

 

（表示単位の変更）

当中間会計期間より、金額の表示単位を千円単位から百万円単位へ変更しております。

 

 

[注記事項]

(中間貸借対照表関係)

当中間会計期間

（2023年12月31日現在）

 

*1.有形固定資産の減価償却累計額　　　140百万円

 

 

*2.消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未収消費税等として表示しております。

 

 

(中間損益計算書関係)

当中間会計期間

（自2023年7月1日　至2023年12月31日）

 

*1.減価償却実施額

有形固定資産　　　　　　　87百万円

無形固定資産　　　　　　　 0百万円

 

*2. 当社はキャピタル・グループの日本拠点として、キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・

カンパニーとの役務提供契約に基づき、当社の最終の親会社であるキャピタル・グループ・カンパニー

ズ・インクの各グループ会社（以下「各グループ会社」という。）との間で各種投資運用サービスを相

互に提供しております。

 

当社が各グループ会社に提供をしている各種投資運用サービスは、重要な会計方針の5(3)に記載の通

りです。

 

当社が各グループ会社から提供を受けている各種投資運用サービスは、市場調査業務、投資運用関連

業務、ITサービスなどであり、当該サービスに係る対価は、当社の委託者報酬及び運用受託報酬を基準

に算定し、支払手数料に含めて計上しております。

 

*3. 共通発生経費負担額は、各グループ会社の利益規模に応じて負担しております。

 

 

(中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間

（自2023年7月1日　至2023年12月31日）
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発行済株式の種類及び総数

 株式の種類 当事業年度期首(株） 増加(株) 減少(株) 当中間会計期間末(株)  

 普通株式 56,400 - - 56,400  

   

 

[リース取引関係]

当中間会計期間

（自2023年7月1日　至2023年12月31日）

 

1. 所有権移転外ファイナンス・リース取引

当中間会計期間末現在、該当するリース取引はありません。

2. オペレーティング・リース取引

(借主側)

未経過リース料

1年以内

1年超

468

312

百万円

百万円

合計 781 百万円

 

 

[金融商品関係]

当中間会計期間

（2023年12月31日現在）
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1．金融商品の時価等に関する事項

 中間貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

長期差入保証金 411 356 △ 55
 
(注1)短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する金融商品は注記を省略しております。

 
(注2)金融商品の時価等に関する事項の補足説明

 
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった

場合、当該価額が異なることもあります。

 

2．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ

ベルに分類しております。

レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場における相場価格によ

り算定した時価

レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算

定した時価

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが

それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており

ます。

 

(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

該当事項はありません。

 

(2)時価をもって中間貸借対照表価額としない金融商品

区分
時価（百万円）

レベル1 レベル2 レベル3

長期差入保証金 - 356 -
 
（注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

 
主に本社事務所の賃借時に差入れている保証金であり、時価については、国債の利回り等適切な指標

で割引き算定する方法によっております。

 

 

[有価証券関係]

当中間会計期間

（2023年12月31日現在）

 

(その他有価証券)

中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

種類
中間貸借対照表計上

額（百万円）

取得原価

（百万円）

差額

（百万円）

その他有価証券

（証券投資信託）
1 1 -

 

 

 

[デリバティブ取引関係]
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当中間会計期間

（自2023年7月1日　至2023年12月31日）

 

当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

 

 

[資産除去債務関係]

当中間会計期間

（2023年12月31日現在）

 

資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの

当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減

当事業年度期首残高　　　　　　　　　　768百万円

時の経過による調整額　　　　　　　　　　1百万円

資産除去債務の履行による減少額    △ 359百万円

当中間会計期間末残高　　　　　　　　　411百万円

 

 

[収益認識関係]

当中間会計期間

（自2023年7月1日　至2023年12月31日）

 

1．収益の分解情報
 
当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。

委託者報酬　　　　　　　　　　　　　　　 7,819百万円

運用受託報酬　　　　　　　　　　　　　　  779百万円

その他営業収益　　　　　　　　　　　　　 6,911百万円

合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,510百万円

 

2．収益を理解するための基礎となる情報
 

収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針　5.収益及び費用の計上基準」に記載してお

ります。

 

3．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュフローとの関係並びに当中間会

計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金

額及び時期に関する情報
 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

 

[セグメント情報等]

当中間会計期間

（自2023年7月1日　至2023年12月31日）
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(セグメント情報)

当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連情報)

1.サービスごとの情報

投資運用業の区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略

しております。

 

2.地域ごとの情報

(1)営業収益

日本 米国 その他 合計

8,582百万円 6,911百万円 16百万円 15,510百万円

(注)営業収益は、顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 

(2)有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が、中間貸借対照表の90％を超えるため、記載を省略してお

ります。

 

3.主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名 営業収益

キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー 6,911百万円

　

 

[1株当たり情報]

当中間会計期間

（自2023年7月1日　至2023年12月31日）

 

1株当たり純資産額 94,843.44円

1株当たり中間純利益金額 6,870.91円

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

 

（注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

中間純利益 387百万円

普通株主に帰属しない金額 -百万円

普通株式に係る中間純利益 387百万円

期中平均株式数 56,400株

 

 

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

＜訂正前＞

（１）受託会社

①名称：三井住友信託銀行株式会社

②資本金の額：342,037百万円（2023年３月31日現在）

（中略）

（２）販売会社
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①名称：三井住友信託銀行株式会社

②資本金の額：342,037百万円（2023年３月31日現在）

（中略）

＜再信託受託会社の概要＞

①名称：株式会社日本カストディ銀行

②資本金の額：51,000百万円（2023年３月31日現在）

（以下略）

 

＜訂正後＞

（１）受託会社

①名称：三井住友信託銀行株式会社

②資本金の額：342,037百万円（2023年９月30日現在）

（中略）

（２）販売会社

①名称：三井住友信託銀行株式会社

②資本金の額：342,037百万円（2023年９月30日現在）

（中略）

＜再信託受託会社の概要＞

①名称：株式会社日本カストディ銀行

②資本金の額：51,000百万円（2023年９月30日現在）

（以下略）
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独立監査人の中間監査報告書
 

   2024年3月29日

 

キャピタル・インターナショナル株式会社

取締役会　御中

 

有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

東京事務所

指定有限責任社
員　　　　業務執
行社員

 公認会計士 山田信之  

 

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

況」に掲げられているキャピタル・ニューエコノミー・ファンドＮＦの2023年7月21日から2024年1月20日まで

の中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表に

ついて中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基

準に準拠して、キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＮＦの2024年1月20日現在の信託財産の状態及び同日

をもって終了する中間計算期間（2023年7月21日から2024年1月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を

表示しているものと認める。

 

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。

中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい

る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会

社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人

は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務

諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財

務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま

れる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継

続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 

 

中間財務諸表監査における監査人の責任
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監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関

して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお

いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生

する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込

まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ

スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ

らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度

監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な

虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選

択及び適用される。

・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、

リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有

用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査

証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告

書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注

記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査

人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ

ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基

準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び

に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に

ついて報告を行う。

 

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上　

 

※１．上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当

社が別途保管しております。

　２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。

 

次へ
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独立監査人の中間監査報告書
 
 

2024年3月18日
 

キャピタル・インターナショナル株式会社

取　　 締　　 役　　 会 御中

 

 

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

東京事務所

 

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員  

 

 

公認会計士

 
 
山　 田 　　信 　之
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中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委

託会社等の経理状況」に掲げられているキャピタル・インターナショナル株式会社の2023年7

月1日から2024年6月30日までの第40期事業年度の中間会計期間（2023年7月1日から2023年12月

31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本

等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財

務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル・インターナショナル株式会社の2023年12月31日現

在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2023年7月1日から2023年12月31日ま

で）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間

監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監

査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ

て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当

監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して

いる。

 

中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判

断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成

することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財

務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を

開示する責任がある。

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

 

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な

情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保

証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中

間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると

判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査

の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す

る。

・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、

重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択

及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略

され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの

評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選

択及び適用される。

・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな

いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案す

るために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。

EDINET提出書類

キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

47/48



・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見

積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま

た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又

は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す

る重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項

に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でな

い場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査

人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や

状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間

財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財

務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して

有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程

で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で

求められているその他の事項について報告を行う。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。

以　上

 
 

※　１．上記は、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであ

り、その原本は当社が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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